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日
本
の
財
政
は
本
当
に
厳
し
い
の
か
と
い
う
疑
問
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
わ
が
国
の
財
政
状
況
は
、
国
・
地
方
の
債
務
残
高
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
以
下
債
務
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
と
い
う
）
の
二
倍
程
度
に

膨
ら
ん
で
い
る
か
ら
極
め
て
厳
し
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
質
問
す
る
。

一

ア
メ
リ
カ
Ｓ
＆
Ｐ
キ
ャ
ピ
タ
ル
Ｉ
Ｑ
が
世
界
七
十
の
国
・
地
域
の
財
政
の
「
破
綻
確
率
」
と
そ
れ
に
関
連
し
た
Ｃ
Ｄ
Ｓ

（
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ス
ワ
ッ
プ
）
を
発
表
し
て
い
る
。
国
債
の
デ
フ
ォ
ル
ト
リ
ス
ク
を
意
識
す
る
投
資
家
が
増

え
る
ほ
ど
Ｃ
Ｄ
Ｓ
は
増
加
す
る
。
発
表
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
Ｃ
Ｄ
Ｓ
と
債
務
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
に
は
相
関
は
見
ら
れ
な

い
。
日
本
の
Ｃ
Ｄ
Ｓ
は
四
十
三
で
債
務
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
二
百
四
十
六
％
だ
が
、
債
務
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
が
僅
か
三
十
五
％
の
韓
国

の
Ｃ
Ｄ
Ｓ
は
日
本
よ
り
高
い
五
十
三
で
あ
る
。
同
様
に
債
務
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
が
九
十
％
の
エ
ジ
プ
ト
も
Ｃ
Ｄ
Ｓ
は
三
百
三
十
で

あ
る
。
一
方
、
債
務
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
が
百
四
％
と
比
較
的
大
き
い
米
国
で
も
、
Ｃ
Ｄ
Ｓ
は
十
六
�
五
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う

に
債
務
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
が
小
さ
い
か
ら
と
言
っ
て
、
財
政
破
綻
の
確
率
が
低
い
と
は
言
え
な
い
し
、
債
務
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
が
大
き

い
か
ら
と
言
っ
て
、
財
政
破
綻
の
確
率
が
高
い
と
も
言
え
な
い
と
思
う
が
同
意
す
る
か
。

二

「
日
・
米
な
ど
先
進
国
の
自
国
通
貨
建
て
国
債
の
デ
フ
ォ
ル
ト
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
財
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
か
い

一



て
あ
る
が
こ
れ
は
政
府
の
見
解
か
。

三

国
債
の
デ
フ
ォ
ル
ト
が
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
国
債
を
増
発
し
減
税
と
か
財
政
支
出
の
拡
大
が
可
能
な
の
で
は
な

い
か
。

四

財
政
が
厳
し
い
と
い
う
意
味
は
、
国
が
こ
れ
以
上
借
金
を
す
る
の
が
難
し
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
な
ら
貸
し
手
は

高
い
金
利
を
要
求
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
十
年
物
の
国
債
は
〇
�
四
％
台
と
異
常
な
ほ
ど
の
低
金
利
で
あ
り
、

短
期
金
利
は
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
マ
イ
ナ
ス
金
利
と
い
う
事
は
金
利
を
払
っ
て
で
も
貸
し
た
い
貸
し
手
が
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
市
場
で
は
国
債
の
品
不
足
が
深
刻
化
し
て
い
る
。
金
融
取
引
を
正
常
化
・
円
滑
化
す
る
に

は
、
国
は
国
債
の
品
不
足
を
解
消
す
る
義
務
が
あ
り
、
政
府
は
も
っ
と
多
く
国
債
を
発
行
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う

状
況
を
考
え
る
と
財
政
は
厳
し
い
ど
こ
ろ
か
、
た
っ
ぷ
り
余
裕
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

五

ブ
ル
ー
ム
バ
ー
グ
の
七
月
七
日
の
記
事
に
よ
る
と
「
国
際
通
貨
基
金
へ
の
債
務
返
済
が
六
月
末
に
滞
り
事
実
上
の
デ
フ
ォ

ル
ト
に
陥
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
に
つ
い
て
甘
利
明
経
済
再
生
相
は
、
増
税
と
歳
出
減
で
は
財
政
再
建
が
で
き
な
い
証
し
だ
と
し
て

経
済
成
長
に
よ
る
税
収
増
の
重
要
性
を
示
し
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
政
府
見
解
か
。

六

政
府
は
基
礎
的
財
政
収
支
の
黒
字
化
を
達
成
す
る
事
を
目
標
と
し
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ャ
は
緊
縮
財
政
を
続
け
、
経
済
を
縮

二



小
さ
せ
基
礎
的
財
政
収
支
を
黒
字
化
し
た
。
政
府
は
日
本
を
ギ
リ
シ
ャ
の
よ
う
に
し
た
い
の
か
。

七

「
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
目
標
は
債
務
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
を
悪
化
さ
せ
て
い
る
」
と
い
う
自
民
党
総
務
会
長
二
階
俊
博
氏
の

論
文
（
二
階
ペ
ー
パ
ー
）
の
主
張
に
同
意
す
る
か
。

八

政
府
は
財
政
赤
字
が
大
き
け
れ
ば
国
の
債
務
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
も
大
き
い
と
誤
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
、
財
政
赤
字
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
が
百
八
十
八
ヶ
国
で
最
悪
は
リ
ビ
ア
の
マ
イ
ナ
ス
四
十
三
�
五
五
％
で
、
債
務
の
Ｇ
Ｄ

Ｐ
比
は
三
十
九
�
三
〇
％
、
次
は
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
で
財
政
赤
字
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
マ
イ
ナ
ス
十
四
�
七
七
％
、
債
務
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

は
四
十
五
�
六
二
％
、
そ
の
次
は
エ
ジ
プ
ト
で
財
政
赤
字
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
マ
イ
ナ
ス
十
三
�
四
〇
％
、
債
務
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は

九
十
�
四
七
％
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
財
政
赤
字
が
大
き
け
れ
ば
、
国
の
債
務
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
大
き
く
な
る
と
い
う
の
は
間
違
い
だ
と
認
め
る

か
。

九

政
府
は
財
政
赤
字
が
大
き
い
限
り
、
国
の
債
務
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
増
え
続
け
る
と
誤
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
は
大
き
な
財
政
赤
字
が
続
い
て
い
る
の
に
債
務
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
大
き
な
増
加
は
な
い
。
財
政
赤
字
の

Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
の
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
の
値
（
％
）
は
マ
イ
ナ
ス
十
�
三
六
、
マ
イ
ナ
ス
十
一
�
五
九
、
マ
イ
ナ

三



ス
十
六
�
四
八
、
マ
イ
ナ
ス
十
四
�
五
八
、
マ
イ
ナ
ス
十
四
�
七
七
、
マ
イ
ナ
ス
十
九
�
九
二
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
債

務
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
（
％
）
は
そ
れ
ぞ
れ
三
十
六
�
三
〇
、
四
十
三
�
三
一
、
四
十
五
�
九
七
、
五
十
五
�
三
八
、
四
十
五
�
六

二
、
三
十
九
�
六
四
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
財
政
赤
字
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
マ
イ
ナ
ス
十
％
か
ら
マ
イ
ナ
ス
二
十
％
と
い
う
大
幅
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
務
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
三
十
六
％
か
ら
五
十
五
％
の
間
に
留
ま
っ
て
い
る
。

エ
ジ
プ
ト
も
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
一
五
年
の
十
四
年
間
、
財
政
赤
字
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
平
均
で
マ
イ
ナ
ス
十
％
と
い
う
大

幅
な
赤
字
が
続
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
務
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
七
十
％
か
ら
百
三
％
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
た
だ

し
、
二
〇
一
五
年
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
予
測
を
使
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
大
き
な
財
政
赤
字
が
続
い
て
も
、
通
常
は
国
の
債
務
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
増
大
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
こ
と
を
認
め
る
か
。

右
質
問
す
る
。

四


